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中世末ロシアの農村共同体

一土地関孫訴訟史料を通じてみたその儲j立←
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1. ソグ:1:ト史学の国有地論と共同体の問題

11. 村落及び農民の土地[所有権J
IlI.農村共同件の役職

1V.農村共詞弥の諸権能と性格

V. おわりに

1. ソヴェト史学の国有地論争と共間体の問題

本稿で対象とするのは，主として. 14世紀から 16世紀のロシアに広く存在した国有地

の農村共同体である。ソヴェト史学では，この分野は，研究の比較的手薄な領域であるO 先

に邦訳出版された論文集の中で， ソヴェト学界における共同体研究の先駆者の一人B.n. 
ダニーロフは Iルーシの封建制の成立過程における共同体に対しては， 大きな注呂が在、

われたが，その後の共同体の進化は事実上研究されなかった 1)Jと述べている O 彼のいう

「封建制の成立過程における共需体Jとは.ノレースカヤ・プラウダにその痕跡の認められ

るヴェルフィ (BepBb)共同体2)である。そして. Iその後の進化」 という時， 彼の念頭に

あるのは，モスクワ公菌時代に存在した国有地の郷=ヴォロスチ (BOJIOCTb) と呼ばれた農

村共同棒であるO

共同鉢研究に対するソヴェト史学の概して消極的な態度に比較して，革命前ロシア史学

界では， 膨大な量の研究文献が出張された。 しかし，瓦.H.ヴドグィナの 1973年の論文

f革命前ロシア史学における共同体の発生の問題」では，革命前のロシア史学において，

共同体に関する根本問題は，未解決のまま残された，と指擁されている九その問題とは，

共同体の起源であった。彼女のまとめたところによれば，見解の不一致は， 19位紀ロシア

の農村共同体の起諒を，スラヴ人の氏族的制度の中にみるのか，あるいは，チチェーリン

に代表されるように，農奴制と人頭税の中にみるのか，という二つの立場に要約されたペ

19世紀に存在した農奴制下の共同体を， 仮りに「ミール共同体」 と称すれば， 19世紀の

ロシア史学では，このミール共同体のもつ割替制的な平等性の起源を採ることが，第一義

。B.n.ダニーロフ(詑虫洋・奥111央itlOifロシアにおける共同体と集同化jJ1977 fl~ :32長。
2) }レースカヤ・プラウダの中でヴヱルブイは，第一ーに，殺人事件によJする捜査・賠償の連帯丘il:団体
として言及されている。

3)瓦.H.B江OBHHa，Borrpoc 0 rrpOHCXO>K).{emIH KpecTbHHcKO負 06lUHHbIB PyCCKO益江OpeBOJI即日ー

日OHHO註 HCTopHorpa$HH.(BecTHHK MOCKoBcKoro YHHBepcHTeTa)， CepHH IX， 1973，地4，CTp. 
50. このほか，比較的新しいロシア共同体の研究史諸文献は，鳥山成人「ロシア農村共同体の土地

課i替横行J(iiスラヴ研究jJ， No. 24， 1979) 51頁の注むを参照されたいν
4) JI. H. B瓦OBIIHa，YKa3. CO可.， CTp. 49. 
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的課題であり，そのような観点からすると，平等性が， ピョートノレ以前のロシア農村社会

に試みられない，とする国家学派の見解に説得力があった九

Lかし ソヴェト史学の共同体に関する問題設定は，これとは違った方向から出ている

ように思えるO 現在までの共同体研究は， ヴェルフィ共同体・郷共同体・ミーノレ共同体と

L 、う三つの時代区分に基づいて，別留に進められているが，それら相互の連関の問題はあ

まり意識されていなL、。この中で，時代的に中間に位置する国有地郷の共同体について，

先のダニーロフが指摘する研究の手薄さは， ソグェト史学界では，そもそも，この時代の

共同体の存在に否定的な見解をとる立場が多数派を占めている， とL、う事情によってい

るO これは，いわゆる「国有地論争」の帰結である九 この論争では，国有地の土地所有

関係の定義をめぐって，ほぼ三つの見解が存在した。今述べた多数派とは，国有地を大公

の所領〈封建的土地所在の一変種〉と見る立場である。これに対して，国在地農民に土地

所有権を見る立場(自由農民説)， 農民と大公の両者が土地所有権を持つ， という考え方

などが提出されたのであるの。 ところが，この中で，自由農民説をとる研究者は，概して

共同体の存在を主張し，封建的土地所有説をとる{揺は，それに否定的態度をとった。従っ

て国有地問題は，同時に，中世ロシアの共同体の研究史ともなったわけで、ある。しかし，

自由農民説の諸研究者が，国有地に同じく共同体の存在を認める場合でも，共同体の性格

規定に関しては，いくつかの違った内容をもっ見解が提出された。その一つは， 11. 11.ス

ミノレノフの晃解である O 彼~ì ， これを， λ B.チェレープニンの著作の書評というかたち

で. 1962年に発表し，その中の「国脊地の本質についてJ8)という節で，チェレープニン

の国有地論〈封建的土地所有説)を批判した。その主な論点をあげると，①封建時代にお

いても，封建的土地所有とは原則的に異った所有形態が存在し得る，毛主国有地の土地所脊

権は，大公にではなし農民にあった，③農民の，この土地所有は，封建制度tこ壁史的に

先行した，その対立物としての共同体的土地所有である，などであるO 国有地の共同体を

「先封建的社会制度j と把握する考え方は，自由農民説をとる論者には，かなり共通した

特徴といえる。北ロシアの共同体研究で知られる A.I1.コパネフは，この点を最も明瞭に

述べている。彼によれば， 国有地郷の共同体は， 原始的土地共有制の遺制であり， 15世

5) IEJ家学派の共同体観については， ，Ci!-ll成人[ベー・エヌ・ミリュコープと n説家学派JUorスラヴ
研究j，No. 12， 1968年)47-51良企参j隠されたい。

6)凶有地論争に|到する支献及び研究史については次を参照。 H.A. rOpCKa兄H 江pyr.，COBeTcKa匁
JIIITepaTypa 1970-1975 ro.n:OB rro IICTOplI1I CeJIbCKOrO X03兄義CTBa II KpecTb冗HCTBa IX.XVII 
BeKOB， {I1CTOplI兄 CCCP~， 1977， N23， CTp・92-95;G. J. Shesko，“Black lands" in recent 
Soviet historiography， Kritika， spring， 1974， pp. 121-147. 本邦では，石戸谷重虫1II中世ロシ
ア共同部についての覚書」く『ロシア史研究jJNo. 27， 1978年， 46-58京)カミある。このf泌総は， ソ
グェトの固有地研究を中Ilt共同体論のかたちでまとめあげたものである O その/誌で，本稿の開題意
識の先駆けであり，多くの教えを受けた。
7)大公と郷及び農民それぞれに分割的権科を認める弟三の立場は， A.江シャピロ等によって主t長さ

れてし、る o CM.瓦.11. PacKHH， 11.兄 φpO兄HOB，A.λ. lllarrHpo， 0 φopMax弓epHoroKpec-
Tb.HHCKOrO 3eMJIeBJIa.n:eHII.H XIV.XVII BB.， (口p06JIeMblKpecTb兄HCKoro3eMJIeBJIa.n:eHJ現 H
BHyTpeHHe員 rrOJIH'I百KHPOCCHH)， JI.， 1972， CTp. 16; A. JI. lllarrHpo， 0 rrpHpoぇeφeoぇaJIbHO負
co6CTBeHHOCTH Ha 3e協同， (BorrpocbI IICTOplIlI~， 1962，地2.
8)珂.11. CMHpHOB， 3aMeTKlI 0 φeo.n:aJIbHO員 PyCIIXIV.XV BB.， ~l1cTopl間 CCCP~， 1962，地 2，
CTp. 148-152. 
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紀には，その特徴が失われつつあったが，基本的な特散は，やはり受け継がれていた。そ

の第ーのものが，各農民位;l::に分割されない森林，草苅地などの， いわゆる， ，-f打i.r;地 i

(yrO){be) の集団的所有であったの。北東ロシアの共同体の数少ない研究者の・人 10. 仁

アレクセーエブも，世襲額地 (BOTQHHa)制に代表される封建的土地所有三こ，歴史的に先り

する社会機講の遺制として国有地を捉える点において，共通している 1400

立は，国有地農民が，分与地の担統・売去11などに表現される，いわゆる土地「処分権j

をもっていたという自由農民説の主張は，基本的に支持LたL、しかし， 15-16jJt紀の郷

共同体が， コパネフなどがし、うように.なお京始的土地共有制のなごりであったかどうか

は， さらに検討すべき余地があるように思う O この時期にし、たっても， [付属地Jの共同

所有が，共同鉢の領域的結合の幹となっていた，とし、うのが，上記三者の基本的主張で、あ

るが， この点に関しては， 同じ自由農民説にたっ H.E.ノソフは， 違った解釈をしてい

るo 彼は. 12世紀から 16t止ま己の国有地控1)の共同体を「先封建的社会機構」とは規定して

L 、なL、。この時期には，世襲領地制の発達が顕著になる，というのが， ソヴェト史学の通

局的理解であるが，ノソフによれぽ， これと並行して，国有地の共同体そのものも発反・

変質を遂げた。そして. 15世紀から 16佐紀には，国有地の土地所有関係は，農民の私的

所有が唯一の形態であった。その際，共同体は，チャグロ(叩rJIo)の徴収， EE民栢互の和1

1寺の調整.共同体外第三者に対する郷の代表としての役割など，領域的連合としてιu:し
た，とされる 1130

これと類似した捉え方は，瓦B.ダニーロワにもみられる O 彼女は.北ロシアの共同体

に関する 1955年の著作で，次のような結論を導き出した。 14-15佐紀の北ロシアの共同

体の土地所有形態は，大家族制による集問的所存から，完全な弘的所有への過渡的段階に

あった。倍別家族への分解過程が完全には進行しなかった原因を，彼女は，北ロシアの自

然、条件(沼沢性の土壌，河の氾濫など)に求めている。その結果，複数家族による持分~I日j

(){OJIeBOe 3eMJIeBJIa){eHHe)enが生まれ， このような土地制衰を領域的に統合するものとし

て，郷が存在した。彼女もまた，付属地に対する集団的所有が存在していたことを認める

が，共同体の第一の特徴としてあげているのは，徴税機構としての性格である 1330

これに対して， r. E.コーチンは，共同誌のもつ経営上の機能に比重をおく考え方を提
出した。伎は，国有地郷の共同体を，古いロシアにおいても， 14-15世紀においても，さ

らに，その後もjよく普及した農民組織のー形態で、ある，と論じた。白由農民説をとるほと

9) A. 11. KorraHeB，民CTOpI羽 3eMJIeBJIa.ll.eHH兄 5eJI03epCKoroKpa兄 XV-XVIBBリ M.-江.， 1951， 

CTp. 189-190， 
10) 10. r. AJIeKCeeB， ArpapHa先日 COll.HaJIbHa兄 HCTOpH兄 CeBepo-BOCTOlJHO負 PyCHXV-XVIBB.. 
M.-瓦.， 1966， CTp. 4， 39-40. 

11) H. E. HOCOB， 0 .lI.BYx TeH.lI.eH江沼匁X pa3BHTH兄 φeO.ll.aJIbHOrO 3eMJIeBJIa.ll.eHH兄 B CeBεpO・
BOCTOlJHO泊 PyCHB XV-XVI BB.， {np06JIeMbI KpecTb兎HCKOfO3eMJIeBJIa.ll.eHH兄…p，CTp. 67. 

12) J;.家族の分裂の結来生まれた複数農戸が， それぞれ， 何らかの;どまった地所ではなく， 観念の L
で，割当分iこえすーする所在桂を有するO この説念上の19r有は， -. Jiでは定のグノレープの農民!日;，;ii-
による不分割jの土地の共同出益という形態を残しながら， 位}J-C-は， 主際のfYi-1q.・i也と I，;J様tこ， ヮピ
fi.交換，季目続などの対象となりうるものであったっ

13) JL B. .ll.aHHJIOBa， 。主主epKHrro HCTOpHH 3eMJIeBJIa江em四 H X03H員CTBaB HOBfOPO.ll.CKO註3eMJIe 
B XIV-XV BB.， M.， 1955， CTp. 2~n ， 269-270. 
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んどの研究者が，国有地の私領地化と共に，共同体は消滅した，と理解するのに対L，コ
ーチンは，私領地化されても共同体は残存した，と考えるo 13世紀から 16世紀初め頃ま

では，農民経営の詳細にわたって干渉しようという志向を，領主がまだ強くもっていなか

ったために，共同体には，経蛍上の諸問題について，自主的機能を発揮する余地が残され

ていた，というのであるO 農民の経営・慣習上の要求に立脚し長老とミーノレの集会に表

現される自治機能をもっ領域的農民団体，これが， 14 t世紀から 16世紀にかけての国有地

の共同体に関するコーチンの理解であった100

以上の諸見解は，概して，自由農民説の立場をとる諸説であるが，共同体の性格規定の

軸は，必ずしも同一ではないことがわかるO

国有地論争におけるもう一方の立場，すなわち，封建的土地所有説tこたつ研究者が，中

世の共同体の存在に否定的であったことは，すで、に述べた。スミルノフの批判をうけたチ

ェレープニンは，この立場を代表する一人である。彼は，スミルノフの批判が発表された

のち， 1972年の論文においても， 岳説をゆずらなかった。スミルノフの批判に応えて，

彼は，菌有地が，いつ，いかにして，封建的所有となったか，としづ問題を設定しt 14世

紀の中ごろまでに， 大公の私領地への国有地の転化過程〈封建化〉は， 基本的に完了し

た，と結論付けた。ただし，その際の共同体の運命に関しては，大公権力の支配実現のた

めに， I農民の共同体的自治の諸機関が利用」され， 大公権力は， 農民間の階層化によっ

て発生した富農震に抜臨し彼らに行政機能を負わせ，共同体を服屠せしめた，と設は描

き出した15)。従って，薮密にいえば，チェレープニンは， 15世紀以降の共同体の存在その

ものを否定したのではなかった。彼が否定したのは，スミルノフやコパネフが，典型的な

かたちで表現しているような，土地共有制的団体としての共同体というものが， 14世紀の

後半以韓も存在した，と Lづ主張であった。従って、チェレープニンが， 14世紀以降の国

有地の研究に際して，主に，大公権力の国有地支配の側面に重点をおき，郷のもつ自治的

役割には低い評舗を与えているのは，大公に土地所有権を奪われて，郷の共同体は，もは

や，土地所有国体として意義を失った，という認識があるためと思われるO しかし，チェレ

ープニンの，この見方には，問題があるように思う。先のダニーロワは，世界史的視野で

共同鉢を論じた 1978年の論文で，次のように述べているo Iマルクスのいう集団的と私的

の原理の二元論は，往々にして，集団的土地所有と私的土地所奈の連関の面にのみ，単純

北されて理解されてきた。前資本主義社会の基本的社会細抱としての広範囲の，様々な機

能を遂行する鵠度としての共同体の役割vi.，当黙の姿と立考えられなかったoJ1のこれ拭，

中世ロシアの共同体研究にとっても，重要な指摘である。チェレープニンは，彼のいう1-封

建往」以後の時期については，共同体の研究に消極的である。その理由は，すで、に述べた

とうり，土地所有権の大公への移行によって，共同体が「行政単位化」した，という考え

方をもつためで、あるが，チェレープニンにしても，農村にお汁る生産活動や註常生活，特

14) r. E. Ko可HH，CeJIbCKOe X03兄詰CTBOHa PyCH B江epHO，瓦 06pa30BaHHHPyccKoro ueHTpaJIH30・
BaHHoro rocy，lJ.apCTBa， KOHeU XIII-HaqaJIo XVI B.， M.-JI.， 1965， CTp. 383. 
15) JI. B. 4eperrHHH， PyCb. CrropHbIe BorrpocbI HCTOpHHφeO，lJ.aJIbHO良3eMeJIbHO員co6CTBeHHOCTH
B IX-XV BB.， (DyTH pa3BHTl磁 φeO，llaJIH3Ma~， M.， 1972， CTp. 228-229. 
16)瓦.B.瓦aHHJIOBa，MecTo 06lU，HHbI B CHCTeMbI COUHaJIbHbIX HHCTHTyTOB， {Dpo6JIeMbI arpap-

HO註 HCTOpHH~ ， qaCTb 1， MHHCK， 1978， CTp. 118-119. 

- 32-



Ij， !lI:末ロシアの出村共同体

に社会秩序維持や宗教生活などの分野で，一定の役割を果たLたで、あろう共同体の集団的

制度が， その際， ただちに， 官夜行政機構に霊き換えられた， と考えたわけではなかろ

うη 共同体研究のj擦に，そうした側面を対象化するカミ否か， この点の態度の達いから. j~lî 

-去の見解の相違が生み出されているように思われるが，在、としては，ダニーロワの提言を

支持し，そのような観点から.チェレープニンの国有地「封建化 j論と共同体「行政単{主

化_1 ;t~îìa. 再後討されるべきもの，と考える。他方，岳由農民説の場合にも， ダニーロワ

の話悼する従来の研究の観点の狭さは，やはり，共同捧研究の領域を狭める結果となって

いるのではなかろうか。それは， コーチン，ダニーロワなどの少数の例外をのぞいて，共

丙体が，国有地に同有の現象である，と L、う理併に現れてレる O そうした傾向を示すーっ

の例は， 1972年に出されたアレクセーエフとコバネフの共著論文 D6j止ま己における封地制

度の発達J17)である O 両者Lt，この論文で， 15世紀から 16世紀のロシア社会発達過程を，

経済史の側面から図式化してみせた。それによれば，ロシアにおける封地制変 (rrOMeCTbe)

の発達は， 15世紀末のノヴゴロド公園併合の際の没収地を基礎と Lて開始され， 16世紀前

半には，主として，自由良民所有地を侵食して成長し，土地所有制度のiB体制たるtrt襲領

地とある程度共存するo 16世紀後半になると， t吐襲領地~!;IJ定にカ通わって，封地制度は支配

的となり.南ロシアにも拡大してゆくっこの説明のrllで，共同体の照史a.いわば裏面史

として，三段階にまとめらi.ltこ。すなわち. I司在地の共同体;えも 15111:紀には， 持内に

広範問に存在し， @ 16 tLt紀前半には，大公権力によるその封地化が開始され，③最後に，

オプリチニナ持制以降. ロシア中央部では. ~まぼ消滅し t~ として. ~ヒロシアにのみ残存

した，という捉えブjであるo ~j老が，国有地の消滅は，すなわち，共同件の消滅である.

と考えるその論理は‘ どのようなものであろうか。也の著作中でも， この点は，必ずしも

切らかにされているとはし札、難いが， 次の点を手掛りに推察し得るであろう。 コパネフ

は， lヰ有地農民と在、領地農民を対よじさせて， 次のように述べているo AiJ者は， i-法的に自

由で，経営活動において自立的Jであるのに対L. 後者は， [-i}~的に不自由で， 社会話ー動

においては，特権的封建領主の抑圧によって制限j されている O 国有ー地農民は. 自分の土

地の[完全なる所有者j であり，その所有こそが，絞らの昌由の物質的基盤であるのに対

L，在、官民地良氏は，よiiなる「保有者Jに過ぎないI的。こうした彼の考え方からすれば，広

範菌の昌治権をもっ共同体は.領主の支配権と共存することはできず，国有地良民の自由

の基盤で、ある土地所有権が失なわれることは. 共同体そのものの泊減を意味するのであ

るの しかし， 共同体のもつ集団性のうち， 土地所有ー以外の諸側面iにも ~'tf 目 L ょうとす，{L

ば，私領地化による共同体の 1-消滅jを，自明のことと Lて，考患の外に童くことはでき

なL、。そのような結論に到達しうるかどうかiえ農村共同体のもつ i集団性」の諸契機を

あらためて検証したのちに判断されるべきであろう。本稿のr11心的課題も，こうした観点

から，国有地郷の農民組織の姿を可能な限り再構成することである O 同時に，その際に，

チェレープニンにおいては，極めて強調され，自由農民説においては，正反対に，名目的

17) 託).r. AJIeKCeeB， A. 11. KOrraHeB， Pa3BHTHe rro卦詑CTHO詰 CHCTeMbl B XVI B.， (瓦BOp兄HCTBO
H KperrOCTHO首位pO員 POCCHHXIV-XVI BB.，)， C6. CTaTefl， M.， 1975， CTp. 57-69. 
lR) A. 11. KorraHeB，日CTOpl硯 3eMJIeBJIa)J.eHH完 OeJI03epCKoroKpa兄 XV-XVIBB.， CTp. 190: ero 
iKe， KpecTb兄HCTBOPyccKoro CeBepa B XVI B.， JI.， 1978， CTp. 2:m. 
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なもの，とされている国有地における大公権力の支配と共同体の自治との相互の位置村け

という問題に関しでも，部分的にではあるが，私なりの評植を与えてみたL、。

考察の対象は，主として，ソヴェト史学のいう「北東ロシアJ(CeBepO・BOCTOQHa冗 PyCb)

の 15-16世紀の国有地主!ISにおける農村共同捧である。利用する史料は，土地裁判史料たる

「判決書J(rrpaBaSl rpaMOTa) と「裁判記録J(CYJJ:HbI註 crroCOK) であるが， そこにあらわれ

る限りで，共同体の諸機能とその性務を明らかにするのが本稿の吾的であるO

11.村落及び農民の土地 i所有権;

〈ー)

共同体のもつ諸機龍の分析に入る前の予備考察として，まず， 14世紀から 16世紀の村

落構造の概略をみておきたい。

この時期の農民村落の呼称は，かなり多彩であり.そのすべての意味内容が解明されて

いるわけで、はないω。しかしながら，そのもっとも基本的な単位は，部落{瓦epeBHH)であ

った。裁判記録に記された農民の註言を手掛りとして，アレクセーエフは， 15世紀の農民

部落の一般的規模は，およそ 1から 3農民世帯であった，と結論付けている2的。こうした

小規模部落は，一群をなして，近在の特定の大村 (C旬。)に付属していた。大村には，教会

や役所など，一帯の農民の社会生活の中心となる諸施設が量かれ，また，行政上の中心地

としての性格が与えられていた。以下の諸章で考察の対象となる農民の郷 (BOJIOCTb)は，

一般的にいえば，一群の部落の討属した大村を複数包含する領域的単位ということができ

る。農民都は，かなり広大な面積をもつものであった。 16世紀末から 17世紀のベローゼ

ノレの土地台帳の分析から得たコパネフの結論によれば， 郷は， 最大のもので約 900km2 

〈アザトカヤ郷)，比較的小規模とみなされるものでも，河川に、沿ぐて，長さ 5-10kmの

領域を占有面積としてもっていたといわれるO アザトカヤ郷には，約250の部落と荒蕪地

(rrycTOlllb)が存在したが， これ立，例外的に村落密度が高かった例で、あり，この地方で平

均的な郷は，約数十の部落を擁する， といった程度であった。コパネフ法，もう少し早い

時期には，郷の面積は，もっと広かったのではないか，と述べている2130 これから考察し

ようとしている国有地の郷も，やはり，いくつかの大村一一一部落関係を含む領域的結合と

して存在していた。その際， この結合の実態をつくり出していたのが，農村共同体のもつ

様々な機能であった。

〈二)

郷の領域的結合誌，次のような例から，その一面を窺うことができるO

19)農民村落とJfl益J1!!の名称にf)!cJLては， 次のJll話集にかなり詳しい解説が収められているR.A. 
French and R. E. F. Smith， The terminology 01 settlements and their lands in late medi-
eval Russia， Birmin只ham，1970. なお，以下の清:京での史料の利用に際 Lても，本書に掛けられ

るところ大であった。

20) 10. r. AJleKCeeB， KpecTbHHcKa兄 BOJlOCTbB u.eHTpeφeoぇaJlbHO説 PyCHXV B.， <<口p06J1eMbI
KpeCTbHHCKO詰 3eMJleBJla~eHHH H BHyTpeHHe詰 rrOJlHTHKH) crp. 73; ero )l{e， AI‘papHaH H 

cou.HaJlbHa匁 HCTOpl既 CeBepo-BoCTOQl抱負 PyCHXV-XVI BB.， CTp. 18. 
21) A. 11. KorraHeB， I1cTopH完 3eMJleBJla~e沼活気 EeJl03epCKoro Kpa兄 XV-XVI BB.， CTp. 186-187. 
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③荒蕪地オグロプリノ (コストローマ郡ヴェノレフニー・ベレソヴェツ拒1))

この地に関しては. 1495-99年に属する裁判記録22)が残されているO 裁判は，四大修道

院のーっとして有名なトロイツェ・セノレギーエフ修道院と郷の農民とのあいだで.オグロ

ブリノの嬬属をめぐって守子われたものであるO このオグロブリノという荒蕪地は， すで

に. 14:15-40年の売賀状23) (KyrJl-IaH)で三及されているO この取引は， ヴェ/レフニー・ベ

レソ tJ"ェツ郷の農民パーヴェノレ・ザハーヲンが，同地を修道僧フェラポントなる人物に売

却 Lたものである。これより約 20年後の 1455-62年に属する売買状24)で， この荒蕪iをは，

再び売却の対象となった。売手は，パーヴヱノレの子イヴノン・ザハーリン，買手は，やは

りf接近憎のマカリヱイであった {ここでは， オグロブリノの地は， 1-荒蕪地の付属せる部

落 1/瓦epeBHHC rrycTalUM と記載されている)。次に. 1462-66 年の夏、与状同aJIOB組問冗

rpaMOTa)によれば，大公イヴァン・ヴァシーリエヴィチは，このオグロブリノを含めて四

つの荒蕪地に対する免税特権を， トロイツェ・セノレギーエフ修道良長に年えてし、る2330

さて，先の裁判において，諺道院側li， 自己の所有権の根誕を示すものとして 1462-

66年の大公の恵与状と， イヴァン・ザ、ハーリンとマカザェイとの為いだで交わされた売

買状を提出した。一方，郷農民は，その土地の過去を知る二人の農民を，証人として出廷

させた。その二人，セメンコとステパンコは， その土地が 60年以上前から郷の土地であ

ることを記憶している，と述べたの この裁判に先立つこと 60年といえば， 第ーの取引で

あるパーヴェルとフェラポントの売冥契約よりも誌である。大公の先の恵与状で修道院が

インムニテートを与えられたほかの三つの荒蕪地に関しても.同様の裁判が行なわれたこ

とが，ほかの裁判史料26)からわかる。オグロブリノの一件を含めて. 4件とも修道院1sJJが

勝訴しているO この経過は.国有地の郷共同体の土地1Mfffに関するいくつかの特徴を，端

的に表現している。その一つは，国有地農民自身の手による土地売買が行なわれたことで

ある。本積 Iでふれたように，自己の分与地に対する売買・相絞・交換などの，いわゆる

「処分権j を国有地農民がもっていたか否か， としづ問題は，国有地研究における根本テ

ーマの一つであった。 もう一つの側面法.郷の農民が，裁判において， 過去 60余年の経

過には関係なく，オグロブリノの地が郷のものである.と主張していることであるO こう

した嬬属意識は，多くの裁判史料の中で郷農民が表明 L. 多くの研究者が，郷の領域的結

合を予想する一つのきっかけであった。

⑨荒蕪地または部落ギレヴォ(コストローマ郡ネレホト摂ID

この土地は，まず， 1438-40年の売買状27)にあらわれる。売手は.農民プロタス・チェ

ノレノベーソフ，買手は，ネレホト郷の地主イヴァン・クズィミンであった。この時，ギレ

ヴォは，荒蕪地として 4ノレーブリで取引された。この土地iえまもなく，イヴァンの兄弟

n) AKTbI COUHaJIbHO・9KOHOMHQeCKOHHCTOpHH CeBepo-BoCTO羽 O員 PyCHKOHua XIV-HaQaJIa XVI 
B. (以下 AC311)，T. 1， M.， 1952，地 587. なお. )主然i也オーグロブリノに関しては， 八1fl1fp1詰任
f1511吋己ロジア黒士長誌の土地紛ノ"[fJ (U 人~JI~ 大学学頴，~， No. 105， 1976年)マ参照されたL¥

~:$) AC311， T. I，地 123.
~.1) TaM )Ke，持 226.
25) TaM )Ke，地 321.
21)) TaM )Ke， Nミ585，590， 59，1. 
~7) TaM 双弘治 L~7.
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ユーリ・クズィミンによって， トロイツェ・セノレギーエフ修道院に譲渡された2め。その

後，大公妃ソフィアは，二度 (1448年， 1450年)にわたって， 同修道院に， ギレヴォに

対するインムニテートを与えた2的。恵与状には， I荒蕪地の付属せる部落J と記載されて

いるo 1488-90年に属する裁判記録紛によれば，ギレヴォは，同修道院とネレホト郷の農

民とのあいだで，その帰属をめぐって争われた。そこに登場する郷農民イヴァシコは，や

はり， その部落が， 50年以上前から「大公の地にして黒しづ土地であったことを主張し

た。問題は， こうした郷と農民部落，荒蕪地の結び付きの基盤が何であったのかである。

〈三)

郷そのものに論及する前に，間有地農民の自己の分与地に対する「所有権jについて，

若干ふれておく O

裁判史料では，郷農民は，一体となって修道院に代表される封建的土地所有者に抵抗す

る場合が多L、。 しかし， そのことからただちに， 郷の農民が比較的均等な経営規模をも

ち，共通の利害を軸とした強い連帯意識をもっていた，と考えるのは性急であろう。現在

までの語研究は， むしろ， 雷有地郷の農民の経営状況が， 必ずしも均質的なものではな

く，何らかの程度で階層化が進行していたことを指摘している300 このような農民階層化

の前提の一つは，オグロブリノとギレヴォの{711で、みたように，国脊地農民が比較的自由に

自己の分与地を「込分Jし得たことであり，その結果，農民梧互のあいだにも，農民と私

領主(上記の拐lでは修道院〉のあいだにも，かなり広範な土地の流通が存在した。

国有地農民の土地処分権の事例の確認は，自岳農民説に立つ語研究が豊富な例をあげて

おり， 封建社会において， 土地所有は封建領主階級に独占される， とL、う理論的見地か

ら，国有地農民の土地処分権を承認したがらないチェレープニン等の主張には，無理があ

るように思われるO 他方チェレープニンと法逆の方向から自由農民説に修正を迫ろうとす

る A.江ピヤンコフは， rホロープさえ含めて，封建的隷属農民も，自己の分与地を処分

できたJ32) と述べているO 封建的隷属農民，すなわち私領地農民による土地の売却行為を

示すものとして，彼が紹介している例は唯一つで， トロイツェ・セノレギーエフ修道院の農

民ミクノレコとソ~!J・ガザツキー郷の農民イヴァシコの売買である。 トロイツェ修道院と

訴J公中のイヴァシコの側の証人として出廷したミクノレコは， 1504年の裁判において， 問

題となっているナヴォロク (HaBOJlOK)33勺えかつて，自分がイヴァシコに売却したもので

ある，と証言した。裁判官は， 判決において惨道院の主張を誌めたが， 加えて， ミクル

コに，先の売買において， 代金として受けとった 40アルトィンを， イヴァシコに返却す

28) TaM :>是正e，地 1:部.

29) TaM iKe，地 21R，2:~7. 
30) TaM双e，地 537.
31) CM. A.瓦.江laロHpO，TI予OOJIeMblCOIJ.HaJIbHO・9KOHOMHQeCKO註 HCTOpHHPyCH XIV-XV BB.，瓦叶
1977 CTp. 158-208; H. B. yCTIOrOB， K BOl1pOCy 0 COIJ.HaJIbHOM paCCJIOeHHH PyCCKO詰

可epHOCO四日OH)J.epeBHH XVII B.， (HCTOpl視 CCCP~， 1961，地 6，CTp. 60-79; JI. B.瓦aHHJIOBa，
OQepKH 110 HCTOpHH 3eMJIeBJIa瓦em四…， CTp. 236-241. 

:12) A. TI. TIb冗HKOB，CeJIbCKa冗 OOllI.HHaCeBepo-BoCTOQHO負 PyCHB XIV-XV BB.， {EiKero)J.HHK 
ロoarpapHo詰 HCTOpHHBOCTOQ}抱負 EBpOl1bl1962rふ PHra，1963， CTp. 105. 

33) {HaBOJIOK>は，河岸低湿地の草地を意味する。
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るよう命じた34h裁判官は， ミクノレコが修道院の農民であり，彼が売却したナヴォログは

修道箆のものであるから，先の売買は無効である，と判断したので、ある O この結果から考

えれば，ピヤンコフの見解とはむしろ逆に，菌有地農民と私領地農民との間に，土地「処

分権J行授における法的意味の違いを認めるべきであろう。ただしこの一点から，国有

地農民の土地所有を，封建領主の所有権と同列に論じ得るような.完全なるもの，と見な

すことはできなL、。

裁判で辻敗訴となったものの， ミクルコの言い分には，それなちの理由があった。先の

裁判において，裁判官は， 次のようにミクノレコに尋ねたoI何故おまえは， おまえが売っ

たそれらのナヴォログをおまえのものだと言うのかoJ ミクルコは， Iそれらは…我々のナ

ヴォロクであり，私の担父クズィミンと私の父ヤコフが切り拓いた伐採地 (po3明白}であ

る35)J と答えている。この証言からわかるとうり， ミクノレコは，握父の代から三代にわた

って，当初はおそらく雑草や濯木の繁茂した河岸の低湿地を，広い意味での農用地につく

りかえ，維持してきたのであり，従って，その土地を自由に処分することは，彼にとって

当然であったわけで、ある。国有地農民にかかわる訴訟事件においても，土地の帰属を決定

する有力な証拠の一つは，小屋の建設や耕作，伐採などの労働が加えられていたか，また

誰によって加えられたかの事実関係で、あった。 1495-97年頃のある訴訟事件で，裁判の一

方の当事者スパソ・ヤロスラヴリ修道院は，土地の婦属に関する自弓の主張を立証するた

めに，裁判官に， 問題の土地に小屋(，llBOpH出e)が建てられていたか， プラウやソーハが

かけられていたか，などの事実関係を検分するように勧めている3630 このように，事実上

の占有の有無が土地の帰属を決定する有力な決め手であるとL、う事実は，確かに国脊地農

民の所有権を強屈なものにする要素でもあったが，その反面，一度裁判となれば，諺道院

等が提出する売買状や恵与状(往々にして現地の状況とは無関係に発行された)に対抗し

て，農民側は過去数 10年にさかのぼり 「事実上の占有Jがあったことを立証する義務を

負わされるということでもあった。しかしこの立誌はそう簡単ではなかった。難しさの一

番の理由は，農民の定着性の弱さである。前節で、あげた荒蕪地オグロブザノは，一連の史

料の記述から荒蕪地から部落へ，再び荒蕪地へと変転したことが窺われる。土地裁判史料

の中でも荒蕪地に関する訴訟は極めて多いが，部落と農民世帝のあいだには，強冨な結び

つきはなく.特に 1部落 1!吐'H::の場合は，荒蕪地イヒしやすい傾向があった。一度[占有J

すれば，それが永久に効カをもつわけではなかったので、為る O 農民の移動を促す京国は，

いくつか考えられる O 戦きし流行病，経営上の破産などと共に，農耕方式の問題がある O

15世紀~16世紀には， ロシアでも，かなりの程震三富制が普及したといわれる O 土地台帳

の記述様式は，基本的には三鹿市j度を前提とし三つの耕匿に分けて耕地が記載されてい

るO しかしこれと並んで，古来の農法である「伐採方式J(no，llceqsa兄 CHCTeMa)も依然と

して行なわれていた37)。史料中に散見される ({no瓦ceKa)(伐採地)なる用語は，これを裏

:~4) AC911， T. I，地 651.
~~5) TaM >Ke， M 651. 
36) 10. r. AJIeKCeeB. KpecTbHHcKa匁 BOJIOCTbB ueHTpeφeoぇaJIbHO詰PyCHXV B.， crp. 74. 
:~7) CM.瓦.11. PacKHH沼.llpyr.，O争opMax可epHoroKpecTb匁HCKoro3eMJIeBJIa江eHH冗 XIV-XVII
関叫 crp.7; R. E. F. Smith， Peasant farming in Muscovy， London， 1977， pp 28-30. 
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付けるものである O 地味の低下による生産の減少L 農民の定着性を窮める一関であっ
?こ。

さて， このように部落，耕地などの農民世苛への掃員が不安定で‘あった時，農民はいか

なる方法を用いて，自己の土地の利用を確保したのであろうか。国脊地農民にとって，そ

の手段は， 裁判への提訴， 境界設定書による確認， 郷スホードでの話し合いなどであっ

た。土地裁判の事例については次章で詳述するが，農民が土地の帰属を証明するためのほ

とんど唯一の手段は，仲間の農民を証人に仕立てることであった。文書によって確認され

ていない事実上の占拠は証言によって裏付けるほかなかったのである O 証人は，当該地の

かなり古い事情に精通していなければならず，多くの場合には，その地の古老達をかかえ

る郷共同体が代表として訴訟にかかわった。境界設定38)は，隣接する私領地と国有地との

境界を設定するために行なわれたものであるが，国有地農民の代表としては， 郷の長老

(CTapocra) ， 百人長 (COTCl倒的などの役職にある者が立会人として参加するのが常であっ

た。郷スホードにおける話し合いも含めて，いずれの場合にも，農民世帯への土地の骨属

は，何らかの農民集団による記憶と記録によってしか保障されなかった。

国有地農民が自己の土地についての「処分権Jをもち，その意味で，土地「所有権」を

認められたとしても，それは，農民{国人によって実環されるものではなかった。土地の境

界が売買状においてすら， I斧と鎌とソーハが行ったところまでJ({Ky~a TOrrOpb H KOCa 
u∞xa XO~HJIa}) 3ぬというような竣味な表現によって定められているうちは，いくらでも
土地をめぐる争いの生じる余地があったといえよう。そのような場合，農民の「所有権j

は，何らかの農民集団に帰属して，相互に現在または過去における事実上の占脊として了

解されることが必要であった。菌有地においてその役割を果たしたのが，郷=共同体であ

っfこ。

III. 農村共同俸の役職

国有地の共同体に関して， 手掛りになる史料には， 極く断片的なものが多し、。ここで

は，共同体の役職についての若干の裁判史料(裁判記録と判決書)40)を結介，検討し基

本的事実関係を確認してゆきたし、。共同体の諸権能と性格の問題は，次章でまとめて論ず

るつ

(ー)

まずはじめに，土地裁判の過程を理解するために，次の-{71Jを紹介したい。

史料 1 1463年ごろの判決書4130モスクワ郡の 2村クゼ、ムキノとジェノレンコヴォの所有

38) CM. lO. f. AJleKCeeB， ArpapHaSl H COlJ，HaJlbHa兄 HCTOpJ四…， CTp. 177-178. ここで，アレクセ
ーエフは，アルグノヴォ郷罵辺を対象とした境界設定の詳細な経過を，同有地の指滅jf&軒との関連

で紹介している。

39) これは，恵年状，売買状などで使われた常套句である。全般的に，土地が豊富であったため，隣り

の耕地と直接境界線が接触していることがなかったために，このような表現が用いられたのであろ

うO 実際には， filf JIIや木すーなどが境界の目安となった。
40)裁判記諒 (Cy，llHbI負 cnHCOK)，判決書 (npaBa兄 rpaMOTa). 前者は，文字通り裁判の記録であり，

後者ーは，裁判の経過及び判決を記載したうえで，勝訴した側に交付された。

41) AC3H， T. 11， M.， 1958，地 375.
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権をめぐる訴訟o

o霞有地農民コノレニノレコとイヴァシコの証言。

fそれらのク七、ムキノとジェノレ γコヴォ村 (ceJUIl立0)は， 昔から大公の地にして， ス

タン42)の地にして，担税 (T民間a局地であるo いまは， 何故だかわからぬが，プ fロ

ブスキー村 (ce.nO)の修道僧が，その地を耕している。》

。修道院家令 (Ke.napb) ミキータとミサイロの証言。

{それらの荒蕪地クゼムコ43コとストルィネヴ才を，チモブェイ・ディーピンが， ソフ

fア大公妃のグラーモタに従って，われわわの聖堂シモノフ(修道良…吉田)に与え

た0 ・.......ジヱノレンコヴパL ヴァシーリー・ミハイロヴ fチ・モロソフが，修道院に

与えた。〉

O 裁判官ヤコフ・シャチェヴァリシェフの，昌有地農民コノレニノレコとイヴァシコに対

する質問。

〈それなる地クゼムキノとジェルンコヴォが，昔から，大公の地にして，スタンの地

であることを証かす者が，おまえ達にいるか。》

。国有地農民両名の容弁。

〈われわれの証人は，かつての五十人長ラザリ・コポルリン，かつての十人長イヴァ

シスノレイコ，並びにヤコブ・ポドゥピツイン…・υ であります。〉

G 元五十人長ラザリ・コポノレリンの証言。

fflは，エジゲイの戦い44)の年まで， (それらの土地を……吉田)記憶している O そ

れらの土地には， クゼ、ムコ・チェチヱトコが住み， もう一つには， ジェノレンコが住ん

でし、ました。それらの土地は，大公の地であり….すなわちスタンの土地でありま L

たっそして，ダーニを納め，すべての税 (rroTyru)をわれわれと共に支払いました。

わたしの父は，当時，その地の五ト人長でありました。そして，父の死後，エジゲイ

の戦いののち.私が，その同じ土地で， 8年間五十人長を勤めました。〉

裁判の経過は，修道侵害、1の証人である「古参住民J(cr勾O)l{UJIeu)が. それぞれの土地

の来歴を述べたのち，裁判官が，記録を大公イヴァン・ヴァシーリェヴィチに送り， 'flj断

を仰ぐこととなった。その結果，大公の断により.修道院側の勝訴となった。

この例は，国有地をめぐる訴訟事件の内容を，典型的に示している O 土地が自分達のも

のであることを証明するために，務道院側は文書と古参在民の証言を提出し，国有培農民

{Jl.Uは，五十人長 (mn沼，lI.ec兄TCK凶)• ト人長(，lI.ec完TCKU首)などの郷の主だった人々の証言を

提出する，というパターンLt，同種の史料にいく度となく，繰り返されいてる O 本章にお

いて注目すべきは，次の二点である O 第一は，農民が，土地に対する自己の権利を主張す

るのに，その土地が大公の土地で、あり，古くから担税地であったことを強調Lていること

42) CTaH. 郡 (ye3)¥)のF1"/の行政i三域。郷とfliJ絡か，または，それをL、くつか合わせたもの乙
43) rクゼムキノ jの名称が退ってし、るが，原支どう i)。地名や人名は， 長誌の証言の中では， 銭安1>i二
追った呼び)jがされていることが多い。

44) l408年金lt長汗同ェジゲイ(1352-1419)によるロシア遠征の戦い。百二;込に汁する貢組(ダーニ)を再:

びロシア諸公に課すことを組いと L，セルソーホフ， ドミト戸フ，ロストア，ベレヤスラヴリ，

ージュー・ノヴゴロドなどの諸都市カイ女時されたが，モスクワは落ちなかったむ
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である。かつての五十人長ラザリの証言の中では，大公の土地であることと並んで，担税

地であることの内容がし、く分具体的に. {ダーニを納め，すべての税を，われわれと共に支

払った〉と述べられている。私領地との対誌においの国有地を表現する形容は多彩で怠る

が，基本的なものは.{黒L、(明pHaH)Y.{担税義務を有する (T釘底的}， {郷の (BOJIOCTHaH)Y， 

《スタンの (craHoB羽)Y， {大公の (BeJIHKOrOKHH3刃)}などであるω。その中で，行先rJIaH>>

の意味は，チャグロ{羽rJIo)46)の賦課とその支払いにおけ共同をあらわしているO 第二は，

ここに登場する五十人長に関してであるO この職責は，郷で選出される共同体の役職の一

つであるが，この史料でまずわかることは，五十人長が終身制ではなかった，ということ

である。 このことは， Iかつての五十人長」と述べられていることからもわかるが， ラザ

リの証言の中には， 披がかつて 8年間， この職務に就いていた， と明瞭に証言されてい

る。伎の証言から，その父も，やはち五十人長であったことがわかるが，これは，世襲的

であった，というよりは，経営の実力と人望において，父の遺産を継受したため，と考え

るべきであろう。

史料2 1465-69年の判決書47)。 シモノフ修道院管長エウセヴィエとベホール郷百人長

ユーリ・コンスタンチン・ノレィチオフとの訴訟。

む/レィチオフ及び十人長ミハノレコ及びイサチコ・ボノレショフの大公への訴えO

《我々の訴えは， シモノフ修道院管長エウセヴィエと， その仲間達に対するもので

す。 後らは.大公のスパス・プレオプラジェニエ修道院と，ヴェノレフニー瀕，ニージ

ニー湖，部落並びに荒蕪地を領有しこれらを，シモノフ修道践のもの，と呼んでい

ます。》

大公イヴァン・ヴァシーリェヴィチへのこの訴えは，判決書の冒頭に書き収められたも

のである。シモノフ移道読は，問題となっている修道院や湖その能は.もともとは大公の

ものであったが，イヴ、ァン・ヴァシーリェヴィチの曾祖父ドミトリー・イヴァノヴィチの

時に，務道院が交換に応じて取得したものである， と主張した。訴えの当事者である百人

長以下の国有地農民が， 1"大公の地」であることを主張している点は， 史料 1とかわらな

いが，前者では，二名の一般の農民が，大公の裁判官に訴え出ているのに対し，本史料で

は，百人長が産接大公への訴えを行なっているO アレクセーエフの研究によれば，吉人長

は，郷の土地を登議した文書をもち，郷の外の第三者との訴訟は，郷農民から彼を通じて

行なわれた48)。この史料では，百人長に加えて，二人のト人長が訴えの当事者となってい

るが，これは，偶突さではないようであるO 十人長の一人ミハルコは，野生密!峰の採集・飼

育に携わるボルトニク (6op質問K)と記されているO 大公の下した判決によると，訴訟の対

象地のうち，仁ボルトニチー・デレヴニャJ(ボルトニグの部落)のみが，修道院の所有か

らはずされているO ミハルコは，この部落の代表として告訴人の中に加えられたのではあ

るまし、方、

吉人長の活動を，別の角度から示すものに，次の史料があるO

45) 31. B. 4epenHHH， PyCb. CnOpHble BOnpOCbl HCTOpHHφeO，l(aJlbHO詰 3eMeJlbl抱負 co6CTBeHHOCTH
B IX-XV BB.， CTp. 216-217. 
46)チャグロについては，本稿 IVのめを参照されたL、0
47) AC3H， T. H，地 381.
48) 10. r. AJleKCeeB， KpeCTMlHCKaH BOJlOCTb B u.eHTpeφeo瓦aJlbHO泊 PyCHXV B.， CTp. 79-80. 
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史料3 1497-98年， ゴロホブスキー郷の郷長コンスタンチン・シマンスキーによる農

民宛の免税特許状49)。

《余， コンスタンチン・シマンスキーは，百人長フロノレコと桔談の上，かつ郷の人び

とと梧談の上， カヴリノレコとその件関達に……モノレチコ再の林弘y6poBbe)及びボロ

ニエなる草刈地 (.ny討を与えるつまた， この者達に，訴のそばの小屋(江epeBHH出a)並

びに，古くからその林に話するすべてのものを与える。しかして，この者達に， 10年

間の免税を認めるo (その関彼らは……吉田)ヤム税(iIM) も，地私(予03MeT) も，そ

の他のいかなる支払い (rrorn.nHHbI) も，郷の農民と共には支払わない。〉

ここに登場した郷長(BO.nocre.nb)は，大公が派遣する国有地の役人である。百人長は，

一面では彼に服属し農民に土地を与える際，村の実状に通じた代表者として，郷長の業

務の執行を補註したことが鼠われる。なお，北東ロシア諸君1;の国脊地の分析にあたって，

アレクセーエフは，長老(上記のとおり，原文では百人長となっているが)が荒蕪地に農

民を入植させるという重要な権限をもつことを示す例として，この文書をあげているが50)

上の文振で、みる限り，土地を与えている主体は，郷長シマンスキーである，と考えるほう

が吉黙であろう O しかし次に示す史料の中には，明らかに百人長による農民への土地分

配を表す箇所がみられるO

史料4 1501-02年の裁判記録5130

C トロイツェ・セルギーエフ修道院より告訴されたネレホト郷の国有地農民クリムの

孟百。

〈そのクラディシチェ (K.na瓦区民e)52ラは，古くから，大公の地にして，黒い担税地であ

ります。かつての百人長バンフィルが，空地であったので，そのクラディシチェにド

ヴオーノレ(瓦BOp)を建てるのを， 私に許可したのです。λ
この史料の特徴は， クリムが指名した， いわば被告側の証人で， I善き人々J(t{06pbIe 

AOt{H)の一人オシトクが，次のように証言していることであるO

。ォシトクの証言。

〈その・…..トロイツキー〈穆退院…吉田)のクラディシチェは.もう捷われなくなっ

た製塩所 (nycTa完 BapHl.¥a)である。そこにクリムが，空地だったので， ドヴォーノレを

建てたっかつての百人長オンブ 4ム却は，そことは到の場所にドヴォーノレを建てるよ

うに指示した。…...その場所を指示したのではない心

トロイツェ・セノレギーエフ修道院の原告たる移道憎ガヴりロが提出した譲渡状(t{aHHa冗)

と，このオシトクの証言によって，この訴訟は，重接大公の判断を仰がず、に決着をみた。

百人長パンフィノレは，ネレホト郷の境界を知り尽したうえで， クリムに入植の許可を与え

たのであるO

49) AC311， T. II， M 489. 

以))1O. r. AJIeKCeeB， KpecTbHHcKa匁 BOJlOCTbB ueIITpeφeo瓦aJlbHotiPyCH XV B.， CTp. 81. 
51) AC311， T. 1， M 640. 

52)文脈から考えて，製塩j討の薪を貯蔵するための区画と推劃される O
53)ノ主ンブイノレとオンブイムは文IDまからみて， 同一人物で主ければならないのであるが， どちらも

「かつての行人長j と記載あるのみで，その1i~1 ので事↑者会知ることはできない。
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〈ニ)

郷農民の代表たる役職には，以上の十人長，五十人長，百人長に加えて，長老 (CTa予OCTa)

があるO 同じく郷の代表として， 百人長と長老が， 椙互にどのような関係にあったのか

は，はっきりしない点が多い。アレクセーエフによれば，長老と百人長のどちらが最高責

任者であるのかは，郷あるいはスタンによって様々であった5430 従って，史料に登場する

長老の役裂も，いままで述べてきた百人長のそれと重複する点が多L、。そのうちで，次の

二例を紹介しておく O いささか単純な色分けが許されれば，前者は，農民の代表としての

長老，後者は，行政機関の一部としての側面を示すもの，といえるO

史料 5 1435-47年のミハイル・アンドレエヴィチ公のヴォロチェク郷の長老と農民達

へ宛てたグラーモタ 5530

〈公ミハイノレ・アンドレエヴィチよりヴォロチォク(原文のまま…吉田〉の長老と全

農民へ。汝等に与えた草刈地ルキンスキーを，余はいま，キリロ・ベローゼ、ノレ移道院

管長トリフォンに与える。……汝等は皆，それらの草刈地に立ち入らざるべきことO

それらは，管長トリフォンが管理する。》

史料 6 1455年のミハイル・アンドレエヴィチ公のグラーモタ紛。

《公ミハイノレ・アンドレエヴィチよりベローゼロ〈原文のまま〉の代官 (HaMecTHHK)

及び市長老 (CTapOCTarOpO，n:Cl倒的及び郷長及び全長老及びルィブニクめへO 余のベ

ローゼロの全世襲領地を，わが父にして修道院長たるカシャンとその仲間達及び彼に

続いて管長を勤める者達に与えるo ..・...そして，汝等は，それらの恵与状58)tこ従うベ

しO ・…日しかるに，従わぬ者は，余の刑罰を受けるものなり。》

農民と共に，その先頭で指揮をとる長老の活動は，国有地農民による修道院所領の「侵

犯」という極めてアクティヴな行為の中にみられるo 1488-89年の大公イヴァン・ヴァシー

リエヴィチの交討したグラーモタ (YCTaBHaSlrpaMOTa) 5めには，次のように記されてL、るO

史料 7 1488-89年の大公イヴァン・ヴァシーリエヴィチのグラーモタ的。

《キリロフ修道院管長ヴェネディクト及びそのf中間による訴えは，次のとおり;彼ら

の修道院の土地に，長老と農民たちが立ち入り…ーシェクスナ河岸の草刈地を奪い，

そこで強引に草を刈っている。》

大公は，この訴えに対し，キリロ・ベローゼ/レ修道読の所領内に，国有地農民が立ち入

らざるべき言命じた。

国有地とそれに隣接する私領地との境界設定に関する種々のグラーモタの中に出てくる

長老は，境界線を知る証人として「オトヴォトチク J61)の職務の遂行を助け， 裁判におけ

54) 10. r. AJIeKCeeB， Kpecrb兄HCKaHBOJIOCTb B ueHTpeφeO.ll.aJIbHO長PyCsXV B.， CTp. 80. 
55) AC311， T. II. N2 91. 
56) TaM me，地 162.

57)単数形で pbl6HsKと書かれてレる O おそらくは，漁民の代表であろう O

58)かつて， ミハイル公とその父か発行した二通の恵与状をさしている。

59) {ycraBHa完 rpaMOTa} の名称と内容については， 石戸谷重郎 11397年のドヴイナ行政法をめくる
諸問題J(!r奈良教育大学紀要』人文・社会科学 第 15巻， 1967年)のまえがき (31-34頁〉に詳
しL、。

60) AC311， T. 11， N2 275. 
61) OTBO.ll.羽K. 土地誤)j量官，または，訴訟の擦の土地境界線に関する証人。
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る立会人として登場してL、る。 さらに 151ft紀前半に属するいくつかの史料によれば， 長

老が，土地売買に関する証人となったこともわかる8230

最後に，農民への土地分配の権限を，百人長同様長老ももっていたことを示すいくつか

の史料を紹介しておく。

史料 8 1485-90年の判決書63)。

この訴訟が争われたのは， コストローマ郡ソーリ・ガリツキーの荒蕪地カシノで，訴

i誌は， トロイツェ・セノレギーエフ修道院のザカーシチク 64)であったオフォナスの訴え

によって起こされた。彼が，修道院の所有権を主張するカシノの地に，ラヴロクとト

ロベツと Lづ二人の国有地農民が入植し，耕作を行ったのである。

O 大公の裁判官クズマ・クリメンチェプの質問。

Hロj故おまえ達は.その土地を大公の地と称するのかρ
O ラヴロクとトロベツの弁明。

〈われわれに......その荒蕪地カシノを，ザレーシエ(郷…吉田)の長老オンドレイコ

と農民達が与えた。;

O 長老オンドレイコの証言。

〈その荒蕪地カシノは，大公の地主こして，黒い土地であります。わたしは，農民達と

共に，それをラヴロクとトロベツに与えました。……〉

史料 9 1492年の判決書65〉C

。キリロ・ベローゼノレ修道院との訴訟における農民の申し立て。

〈・…・・わたしに，郷と長老と農民達が， この森をくれた。そして，わたしは…・“小屋

を建てた。その森は，大公の地にして，ヴォロック(郷…吉田〉のものであるJ

以上が郷機関としての十人長・五十人長・百人長・長老の存在とその役割を確認するた

めの史料の基本的タイプであるO これらの役職が，どのようにして農民達の中から選出さ

れたかを北東ロシアの史料から擁出することは，残念ながら国難である。しかし農民自

身の手によるさまざまな文書が残されている北ロシ766)の研究から，それを怠る程度知る

ことができる。コパネフは.16世紀のクロストログォ郷の集会決議〈プリゴヴオール)を

分析して，別表のような結果を得た。この表では，百人長選出のための集会が二度調かれ

ているO しかしその間約 140年の歳月が経過しているわけであるから，これtA外t二も何

度か百人長選出が行なわれていたのであろう O その点について，彼誌，特に説明を加えて

いない。コパネフが確認しているのは，役職の選出は，集会の決議〈原期的に全員一致)

によって行なわれ，その決議文には，参加した農民全員の名前が記載され確認された，と

いうことである 68)。

(2) AC311， T. 11， N! 31， 71-73， 83， 86. 

(3) AC311， T. 1， M 523. 

(4) 3aKarn.HK. 世襲領地における領地管理人 C
(5) AC311， T. II， Nる285.

(6) ~と戸シアの農民支占ーとしては，土地の売買状，交換状 (MeHOBHa兄)，財産分配の証書 ClleλOBaH) な

どか残っている。

(7) A. 11. KorraHeB， KpecTbHHcTBO PyccKoro CeBepa B XVI B.， CTp. 220. 
(8) TaM )I{e， CTp. 220-221. 
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吉田設期

(16世紀クロストロヴォ郷農民の郷集会 (BOJIOCTHhIeCXOえhI)}67)

参加
集会の時期| 集 会 の 目 的 I-----I-------T---I------- 一一

百人長 150人長 110人長|都住民 i総計

15世紀中ごろ 百人長及びその機関の選出 l 2 8 67 78 

1575年 3丹16日 税 害日 当 1 1 33 35 

1578年 11月12日 ij 1 1 4 86 発102

1580年 11月 1日 ィシ 1 1 5 79 86 

1581年 6見29日 ク 1 1 30 32 

1582年 1月 7日 ク 75 75 

1585年 11月21自 ij 1 33 34 

1589年 2月11自 地方役人 (3eMC部員 CYJlb討の選出 1 1 5 34 41 

1589年 9月17自 税 書1 当 1 5 28 34 

1591年 10月 3日 百人長及びその機関の選出 22 22 

1592年 10月 7日 税 害1 当 1 37 38 

1594年 12月2213 タ 34 34 
一一一一一一一一 一一一一一一一一 一一一一一 一一一

作総計92となる。〉

IV. 農村共間体の諸権能と性格

郷共同体の機関が，いかなる権能と性格をもつかについて， ソヴェト史学の諸見解は，

第一章で紹介したが，共有地の管理，徴税，裁判などに関する一定の役割を軸とした広範

囲の自治組織というあたりが共通線といえよう。私も大きくは閉じ意見であるが，なお検

討を要するいくつかの点が為ると思うので，そこを中心に，以下共同体の諸権能を述べる

ことにする。

(ー〉

最初にとりあげるのは，大公の土地裁判で、郷共同体の果たした役割の問題である。すで

に紹介した裁判史料からも，共同体の果たしたさまざまの役割が， 漠然としてではある

が，浮かび上がってくる。ソヴェト学界の吉由農民説では，封建社会における階級闘争論

の見地から，修道院などの特権的大土地所有者と国有地農民の土地をめぐる訴訟の際の共

同体の積極的役割が，高く評価されている。自由畏民説が主流を占めるレニングラード学

派について， A. H.サノ、ロフが，農奴大衆の受動的傑面〈封建領主の搾取対象としての農

民〉だけでなく， その能動的側面， 即ち， 吉立的歴史勢力としての側面をも明らかにし

た69) と肯定的にうけとめているのも，この点に関連しているO 確かに，一連の裁判史料

から受ける印象は，それを裏付けている。国有地農民は，土地所有権を主張するのに極め

て活発であり，ときには， 100年以上にわたって同ーの土地に関する訴訟が繰り返された。

敗訴しても，簡単に誌引き下がらず，実力で占拠することすらあったので、ある7930そのよ

69) A. H. Caxa予OB，O瓦HaJIeKTHKeHCTOpH可eCKoropa3BHT悶 PyccKoroKpecTbHHcTBa， {BonpochI 

沼CTOpHH}，1970，地 1，CTp. 28. 

70)思有地農民の務道院との土地をめぐる嵐争については，八重樫喬任氏の吉Ij掲論文，並びに!寸 r14，
15世紀ロシア修道援領拡大についてJCW天理大学学報11，No. 62， 1970年);土肥桓之 r16・17世紀
ロシアの惨道践と農民陣争JCW人文研究11C'J、樽商科大)， No. 59， 1979年〉などの研究が，すで
に発表されているので，あわせて参照されたい。
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うな持続性のある闘争を遂行し得たのは，まさしく郷機関を中心とした農民組織の力によ

るものであった。ただし，こうした観点は，自由農民説の場合，多少強調され過ぎる傾向

があるO そこで考えなければならない問題の一つは，農民訴訟が常に郷機関を通じて訴え

出られているのではないことである。農民個々，あるいは農民グループによって告訴され

る場合もあったのである。 1462-70年のソーリ・ガリツキー郡の荒蕪地に関する判決書71)

では，グリトカという国有地農民が，シモノフ修道院の修道僧と争っているO その際，グ

リトカは 3名の農民を証人に指名しているが，郷の代表にあたる人物への言及はない。

1505年の判決書72)(ヴォリスキー郷の農民オキシュ・オリュノフと 2名の仲間たちによる

訴え)にも，やはり郷の代表については記載されておらず，オキシュが裁判官の要請に応

じて指名した証人は，ゲ‘ノレマンという名の修道院長であった。アレクセーエフは， このよ

うな事実を認めながら， r国有地農民は， 自分の土地を修道院の侵奪から護ることで， 郷
共同体全体の領域を封建領主(上記の例では修道院…吉田)から護ったJ73)と述べ， 対修

道院土地訴訟の際の共同体の一体性を強調しているが， この説明は，多少強引である。問

題は，郷農民が訴訟にふみ出すその動機の捉え方にかかわるが，私は，農民の土地をめぐ

る訴訟を，アレクセーエフのように，すべて郷共同体の領域の擁護という一点に結びつけ

る必要はないように思う O そうした解釈をとれば，国有地農民と，それに隣接する私領主

との関係、が，対立・敵対関係として一面化されてしまうおそれがある O たとえば， 史料 4

に登場する固有地農民側の証人オシトクは，自分を証人として指名した国有地農民クリム

に不利であるにもかかわらず，証言の中で，クリムの陳述のまちがし、を指摘する，という

冷静な態度をとった。国有地郷の全体像を考える上で，このような事実も切り捨ててはな

らないと思う。また，裁判史料を読んで気付くもう一つの点は，隣接する修道院などの国

有地占拠が起こってから， 10年あるいは 20年，場合によってはそれ以上の長い歳月が経

過したのちに，はじめて郷農民による告訴が行なわれる，という事例が多いことである。

この空白期間は，何を意味するのだろうか。推論の域を出ないが，その時点になってはじ

めて農民側が告訴にふみ切るのは，修道院などによってすでに占拠されていた土地に対し

て，何らかの経営上の必要が再び，あるいは新たに生じたためではないだろうか。この点

に関連して， H. H.ポクロフスキーは，興味深い史料を紹介している。 15世紀の初頭から

記録に残るかぎりで、は， 1498年の裁判までの約100年間続いた，府主教と国有地農民との

土地闘争の一件である(国有地農民による実力占拠と，府主教側の「合法的奪還」とが数

度繰り返された)。ポクロフスキーは，固有地農民側が， その 100年間ほどのあいだに行

なわれた数度の裁判のたびごとに， 次のように証言した， と説明している。「府主教がそ

の土地を所有していたのは， (その土地に…吉田)隣接する諸部落が無人であったかぎり

のことで，それらの部落に人が住むようになるとすぐに， (その部落にやってきた…吉田)

新しい国有地農民が， その土地をとり返したので、ある。J74)もうーっつけ加えるならば，

71) AC311， T. II， N2 368. 
72) AC311， T. I， M 658. 

73) IO. r. AJIeKCeeB， KpecTb兄HCKa兄 BOJIOCTbB u.eHTpeφeoλaJIbHO員 PyCIIXV  B.， CTp. 100. 
74) H. H.口OKpOBCKH札 AKTOBbIe HCTOqHIIKH rro IICTOplI1I可epHOCO凹Horo 3eMJIeBJIa江eHII兄 B
POCCIIII XIV.HaqaJIa XVI B.， HOBOCIIOlIpCK， 1973， CTp. 50. 

- 45ー



吉田夜剥

1463年のある判決書での大公の裁判官と国有地農民の次のような問答も，同様の例といえ

よう O

裁判官:Iなぜ、おまえは，いままで黙っていたのか…..oJ 
農民:I我々には，土地は足りなくはなかったのです。fぬ

(ニ〉

郷共同体の性棒付けにおいて，もう一つ重要な焦点となるの誌，共有地の問題である。

郷機関の直接の管理下にあるのは， 郷の領域内にあって， 各農戸に分割されていない土

地，すなわち森林，草刈地，放牧地，湖沼，湾JIIなど，さらに，分割された耕地，宅地な

どでも，相続人がなかったり，放棄されてしまったものなどであるO すでに紹介した史料

8， 9 I'こは， 郷機関による農民への土地分与が措かれ， 史料 2では， 百人長より大公への

訴えの中に，部落，荒蕪地と並んで， ~甥が郷のものとしてるげられていたO 共有地に対す

る郷機関の権能は，裁判における領有権の主張や，農民への分与の事例に表現されている

が，いま一つ史料を付け加えると，必要な場合に，共有地は，農民へ貸与されることもあ

ったことがわかるO

史料10 1490-98年の判決書7630

O 国有地農民セメンコの証言。

《その土地は，吉くから大公の地にして，黒い土地であち，かつての百人長オフォナ

シー・シドロフ〈以下歴代の百人長名を列挙…吉田〉がその土地を貸し出していた。》

コパネフは，こうした部共同体の共有地管理が，おそらくは，郷機関による共有地の集

団的利用の組織化を持うものであった， と推定している7730 ただ，彼が，そうした推定を

支えるために紹介している史料は，漁携に従事する郷に関するもので，いままでふれてき

た北東ロシアの史料でも，農業上の土地集団利用を示す証拠は，私の読みとった限りでは

見い出せない。

次に，共有地に関するもう一つの問題は，農民への土地分与の権限が，百人長や長老な

ど郷機関の独占でで、はなカかミつたという点でで、ある。 史料3で

の人びび、とと梧談の上》でで、はあるが，郷長コンスタンチン・シマンスキーが，農民に草刈地

を与えたことが記されているO 次の史料には， 歴代のスタン長が， 修道院の農民に対し

て，国有地内の荒蕪地を貸し出したことを農民が証言している笛所があるO

史料11 1488-90年の裁判記録78)。トロイツェ・セルギーエフ修道院とネレホト郷農民

イヴァシコ・フェドトフとの訴訟。

G イヴァシコの証言。

《その土地は・…・・大公の地にして，黒い土地であります。そのヴォロスチョヴォとプ

プコヴォは，荒蕪地であちましたが，いまは…日トロイツキーの修道{曽がそこに部落

を建てています0 ・…・・私は， 50年前から，その土地が大公の地にして，黒い土地であ

ち，ネレホト〈郷…吉田〉に嘉していたことを憶えています。私は〈以前には…吉田)

75) AC311， T. II. M 375. 

76) TaM )Ke， N!! 404. 

77) A.日.Kona沼eB，K予eCTb匁HCTBOPyccKoro CeBepa B XVI B.， CTp. 224. 
78) AC311， T. 1， M 538. 
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トロイツキー務道院に属していましたが， (その当時…吉田)その荒蕪地をネレホト

郷のスタン長ベレザ、から，その後には，也のスタン長から.......借り受汁ていました。〉

本人の証言からわかるとうり， 富有地農民イヴァシコは， かつて修道院の農民であっ

た7的。通例では，採争中の土地が国有地に婦属していることを立証するために登場する証

人は，その土地が患有地であったことを何年前までさかのぼって記憶しているとか，郷の

長老，百人長などによって与えられたものであるとか，かつてその土地に住んで‘いたのが

国有地農民であった，などの証言をする O この一件で，イヴァシコは，その種の証言と合

わせて，菌有地の役人たるスタン長から借り受けていたことで，国有地への帰属を註拐し

ようとしたので‘あり，スタン長が，国有地畏民以外に土地を貸し出していた事実が確認さ

れると同時に，農民自身が，スタン長の権限下にあることが，居有地であることの立証に

なる，という認識をもっていたことをも示しているO

郷長の下役たるチウン (THYH) も，同様の権限をもつことがあったっ

史料12 1495-99年の裁判記録印〉。

O 郷fJtUの証人カヴリノレコ・レガーヴィンの証言。

〈私立…・・・いまから 30年前 その荒蕪地パラモンツ 4ヴォを， ザ、レーシエ郷のチウ

ンであったグリゴリエフから措り受けて，草をメぜったっ〉

森林，荒蕪地，草苅地などを農民に与える際のやり方は，いままでみてきたように，一

様ではなかった。農民の証言から，確かに長老や百人長が，森林などを新しく来た農民に

分与し得たことがわかる O しかし大公の行政機関に属する部長(時にスタン長)， その

下役のチウ γも，やはりそれに類似した権隈をもっていたようにもみえる。これらの相互

関係は，どのように理解すべきものであろうか。これは，富有地論争でも，重要な論点の

ーっとなっている。チェレープニンは，望[)機関と郷農民の権限は，基本的に郷長などの訂

故機関の監督下にあったことを強調した8九そして，長老は，土地分与行為を部長の指揮

下で行うか，または，その事後承諾をとった，と推論した。アレクセーエフは，反対に，

f土地分与の権限は，郷共同体の本質的主特権の一つ」であったちの， とした。 彼は， 行政

権力による荒蕪地や草刈地の貸出の例があることは認めても，そうした行為は一時的なも

のであった，とする。行政機関は，土地が空地である浪り.その貸出によって，そこから

収入を為げることができたが，そこ新しい農民を呼び寄せることはできなかった，という

ように，郷機関との権思内容の違いを指摘する O 北ロシアの研究でも，この点は，十分に

解明されていない。その中で，ダニーロワの次のような説明は興味をヲiく。共同体は，農

民の共同体からの離脱に非常に厳しい制張を設けた。これは，離説した農民の税を，他の

農民達が負担しなければならないという事情によるもので，共同体内部に農民を引き留め

ておくことに関して，国有地からの租税徴収を確長しようとする患家も，共同捧も共に強

79) この史料は，国有地農民が比較的自由に，私領地との1らいだを渡り歩いていたことを示す数少なレ

証拠のーっとされている。

80) AC311， T. I.討2588. 
81) JI. B. YepenHIfH， PyCh. CnopHhIe BonpocI五…，CTp.219-220. 
82) IO. f. AJIeKCeeB， YepHa冗 BOJIOCThKOCTpOMcKorO ye3.l1.a XV B.， (KpecTh冗HCTBOH KJIaCCO・

Ba冗 60ph6aB φeOぇaJIhHOHPOCCHHt>，瓦.， 1967， CTp. 76. 
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い関心を示した800 このダニーロワの説明は，農村共同体と大公行政機関の相互関係を大

局的に捉えている点で説得力がある。多くの居者地農民の証言の中で，土地法，長老ある

いは吾人長から与えられたことしかふれられていなし、。しかし，この場合でも，土地分与

行為に郷長や，その下役が関与していなかった，とし、L、切ることはできなし、。農民にとっ

て，直接土地を受けとった相手は長老で、あり，その背後にどのような経過〈例えば，郷長

の許可を得るとか，事後報告する，など)があっても，証言にはあらわれにくし、。また，

郷機関の土地分与に対する行政機関の指導・監督とし、う問題は， 1毘々の事例について，実

際に指導・監督があったか否か ということと同時に，行政機関が，郷機関の自治的活動

にどのような大枠を課していたか，とし、う問題でもあるO こうした観点から，次に徴税を

めぐる共同体の役割と大公行政の問題を考察する。

(三〉

大公行政の一環としての農村共同体の姿は， 徴税機能の中に最も明瞭に表現されてい

るO 国有地農民が負うていた諸税の内容は，新来の農民に対する免税の規定を含んだ恵与

状から知ることができる。次にそのいくつかをあげるc

史料 13 1461-66年の恵与状8430

《…ーその土地に住もうとするものは， 12年間大公のダーニも，郷長への扶持も必要

なく，域塞造築も行なわず，ヤム税も，地租も，し、かなるものも，郷に支払わない…》

史料 14 1450年の恵与状8530

《・・…・その村と部落に住もうとする者は，ヤム税も，ポドヴォダ税86)も，関税 (TaMra)

も， BOCMsHI科目的も，通行税 (MhIT) も， KOCTKs88)も必要なしO 余の牧草も刈らず，

余の馬の飼養も…...IIOpTHOe8のも必要なし。また，百人長も， ドヴォーノレスキ _90)も，

L、かなる支払いの割当をも〈彼らに…吉田〉行なわない…》

ここに列挙されている税の名称は 恵与状の種類と地域によって異なった。別表は，国

有地農民の租税のうち， ソヴェト学界でも，その内容が比較的明らかになっているものを

全農民カテゴリー

に共通のもの

1ダーニ (u.aHb) : I直接税(貢租〉
ヤム税(兄M) ・訳舎の維持及び馬の提供(または，その金純化され
， 、・たもの〉

地車(::?:'~~~~ ~~~..~~) :地震単位を基準として税
¥BbITHbre 003MeT I 

築城賦役(ropO，lJ.BOe，lJ.eJIo) :都市の城塞築造のための労役

国有地農民!大公の牧草刈り及び馬の飼養

の 特 別 税 i郷長及びその下役への扶持

83)瓦.B. ，llaHHJIOBa， Ot.Ie予KlIno HCTOpHlI 3eMJIeBJIa，lJ.el問先…， CTp. 230-231. 
84) AC311， T. 1，地 293.
85) TaM iKe，地 236.
86)一部は，ヤム税と重複するが，その内容は，公の軍事遠征に探して，糧抹，宿舎，馬車，御者など

の提供義務であった。実捺Iこは，街道筋の在民が負担したといわれる。

87)関税の一種といわれるが，詳細は不明。

88) BOCMlIHHt.Ibe と同じく，関説の一種といわれている。

89)一定量の手識布の提供義務。 CM.AC3H， T. 1， CTp. 754. 
90)冨右地内の奉公人 (CJIyra)を統轄する官議。
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まとめたものである91hチャグロと総啓されるこれら諸説は，一括して郷に課せられ，郷

機関は，各農民部落ごと， あるいは世帯ごとに分配した。史料1の記述({そしてダーニ

を納め，すべての税をわれわれと共に支払った》からも，租税の支払いの共同性が， 農

民の郷への帰属を示す重要な要素であったことがわかる O 郷内部での税分配のプロセス

は，北東ロシアの文書には，ほとんど現われなし、。しかし，中03Meりまたはゆa3py叫と

呼ばれる税部当の断片的記述は，わずかであるが残っているの

史料15 1463-76年の裁判記録92h

O農民の証言。

れわれわれは…吉田〉…… 20年関税割当に参加しましたが，われらの長老イヴァシコ

法，そのラプチェグォと夕、、ヴィドコの小村を貸りたことはない…..}

史料 16 アルグノヴ才郷の長老と全農民に宛てた 1430-1440年代に属する大公ヴァシ

ーリー・ヴァシーリエヴィチのグラーモタ 93)。

《修道院管長ヴァノレサノフエイの…ー汝等に対する訴えは， (汝等が…吉田) 余大公

のダラーモタに背いて，修道援の人びとに税割当を行なっていることに関してであ

るO 余大公は，かの者(管長…吉田〉に恵与し〆たので，1立等は，修道院の人びとに税

割当を行なってはならなL、。〉

最初の拐u(史料 15)は，かつての長老イヴアシコに二つの村を貸した， と主張する修道

院側への反論にあたる部分である。証言に立った二人の農誌は， 過去 20年間の税割当に

出露したときの記信から，貸借の事実がなかった，と証言している。この税割当では，お

そらく出席した各農民の土地の持分が計算され，その面積か，家畜数か，世帯人数によっ

て税が分配されたのであろう O 前掲のコパネフがまとめた表からも，この税割当が，農民

集会の努， 重大関心事であったことが推察される。史料 16は，大公のグラーモタに違反

して，修道院の農民に対してまで、税割当が行なわれたことに対する管長ヴアノレサノフエイ

の苦情と， 大公による郷農民への禁止命令で、ある。〈大公のグラーモタに背いて〉 といわ

れているのは， この修道院に対しては， すでに大公が恵与状を交付していたためで、あろ

う。

コパネフは，北ロシアのドヴィナ地方の研究によって，税割当のさらに具体的なプロセ

スを明らかにしている。それによれば，郷において税割当の中心となったのは，農民間で

互選された委員会であった。委員会の在務は，まず各農民世帯の経営条件を明らかにする

ことであり，各世帯の土地面積，家畜数，人数は，それぞれ tBepeBHa51KHMra)， (0ロeHHa冗

KHMra} ， ~rrOrOJIOB弘前CI1HCOK) にまとめられた。ついで\そうした資料を基礎にして，郷

で選出された「税割当人J(pa3py6HhI員 UeJIOBaJIhHMK)が割当を行ったO この割当は，一方

的なものではなく，これら選出された代表が行う割当に対して，農民が不平をとなえ，修

正された例もある， とコパネフは報告している弘〉。税割当の基準を知る手掛りとして，彼

91) CM. 10. r. AJIeKCeeB， KpecrbHHcKaH BOJIOCTb B l¥eHTpe…， crp. 81-82; r. E. KO'lHH， CeJI-
bCKoe X03HHCTBO Ha PyCH…， CTp. 376-380. 
92) AC311， T. 1， ]1岳 340.
93) TaM }l{e，民主 156，

94) A. 11. KorraHeB， KpeCTbHHcTBO PyccKoro CeBepa B XVI B.， CTp. 223. 
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が結介しているのは，次の文書である。

《…..." 、かなる君主の税 (rocy，lJ.ape勘定口0思想)におし、ても，家畜や副業・・…・などを

考慮、して……富裕の者達にはより多く，普通の者達には普通に，また貧しき者達には

少なく，それらを課すべしO 貧しき者達が，その故に破産することなきょう，貧しき

者達に過度に割当ててはならない。〉

コパネフの解説によると， この文書は， 大公が農民に与えた， 税割当の擦の注意書告の

(1585-86年〉であるO 興味深い点は，菌右地に対する大公の関心の所在の一端が表現され

ていることである。税割当を各農民世帯に行う場合，その基準のとり方によって，農民各

層の利害関孫が変わってくるO 一般的にいえば，分与地面穫を基準にすれば ({XTO60池田沼

nameT， TOT 60JIhllls nJIaTsT no p03MeT]) 96¥概して，分与地面請の大きい富農の負担が大
きくなり，世帯人数に応じて行なえば ((norOJIOBaM;，)， 相対的に貧農の負担が過重とな

るO 袈B内部の農民が，耕地その抱の生産手段など資産状況において，均質的でない以上，

どの基準(あるいは，その組合せ)を採用するかは，農民各層間の対立を伴うものであっ

た，といえるO その際，大公権力が最も関心をもったのは，過重の負担によって，国有地

農民が破産・零落し国有地内に荒蕪地が増加することであった。大公は，聖搭藷侯に恵

与状を交付するとき， r余の大公園からではなく，他の公国から農民を呼び寄せるJ97)こと
を条件として明記した。これもやはり，国有地内の荒蕪地発生訪止策とみることができ

るO 私は，こうした大公権力の志向が，郷機関の自治的活動を許す背景となっていたので、

はないか，と考える O 行政権力が鄭の自治に与えた，いわば大枠で忘る O

徴税と共有地の管理以外にも，郷はいくつかの行政的・社会的役割をになっていた。中

世ロシアの共同体を論ずるとき，第一に指摘されてきたのは，郷がその領域の治安維持に

ついて連帯責任を負う団体であったことである。アレクセーエフも，これに関連して，大

公の裁判管轄下に嘉していたために，郷は，裁判の罰金と手数料の支払いや，在地におけ

る大公裁判機関の扶養などの諸義務を負わなければならなかったことを指摘している紛。

こうした警察・司法関係の諸義務ムそれが郷共同体の存立にとってもっていた意義など

については，私自身の研究が不十分であるので，別の機会に考察することにしたい。

v.おわりに

郷共同体の諸権能の表現とみられる史料について，一応私なりの見方を述べてきた。最

後に， I，--.，IVで、述べた内容を，いくつかの論点にまとめて，本稿の結びとしたい。

(1) はじめに，共同体の中核をなす郷機関の構成と権限についてであるO 郷機関は，農

民間で選出された長老，百人長，五十人長，十人長などで構成されていた。復らは，土地

裁判における証人， 立会人であり， おそらくは， 農民側の諸種の裁判手続き (証人の選

95) TaM )まa，CTp. 222-223. 
96) 10. r. AJleKCeeB， ArpapHa兄日 CO日HaJlbHa完 HCTOpl恨…， CTp. 170. 
97) AC311. T. 1，地 30. このような文言は，大公の交付した抱の多くの恵与状にも見られる。石戸谷
重部氏の論文r15世紀ロシアにおける農民移転をめぐる諸問題J(Ií史学雑誌~，第 82 編 12 号， 1973 

年〉には，農民の移転の自由を扱った文厭の中で，約 180通の恵与状の紹介と，その分類が行主主わ

れている。

98) 10. r. AJleKCeeB， KpecTbHHcKa匁 BOJlOCTbB u.eI-lTpe…， CTp. 82-84. 
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定，訴訟のための情報の収集など〉を指導的に遂行したものと考えられるo (2)長老， 8

人長に属する重要な権限として，共有地管理の問題があった。その内容について，本稿で

とりあげたのは，郷域の擁護と農民への土地分与に関する件であったが，大公の裁判を通

じて，共同体が，郷の領域を積極的に擁護しようとしたのは明らかであるO しかし，その

場合でも，共同体は，郊の境界線を日常不断に監視していたのではなかった。境界線その

ものが，長民への分与や経営の移転などの際に，周辺の私領地との関係で，あらためて意

識されるような性格のものであり， こうした点を考慮すれば， アレクセーエフのように

「国有地農民は，自分の土地を修道院から護ることで，郷共同件全件の領域を封建領主か

ら護った」と考えるよりは，郷に所属する倍々の農民の経営を護るために，共同体は，周

辺の私領主の侵奪から郷域を護らなければならなかった，と考えるほうが妥当であろう。

(3) また，新来農民に対する郷の土地分与行為は，郷機関の権限の中で，かなり核心的な

ものであったが，この権限は，完全に共同体が独占していたので誌なし大公の行政機関

たる郷長やその下役チウンの一定の関与が予想されるO そして この両者の関係を考える

際，重要なのは，大公が昌右地内の農民経営数を維持しようという志向をもっていた点で、

あるO このことが，共同体の活動に大枠を課すかわりに，その自治を存続させたので、はな

いか。このような両者の関係の本質的側面は，確かに，大公行政が次第に郷内部へと浸透

してゆく過程であると思う o (4) しかし農民にとって共同体は，別の一面をももってい

た。それは，ダニーロワのいう「資本主義に先行する社会j において「当然の姿」とみな

すべき制度としての共同体であるO 国有地農民の経営における集自性は，本稿ではふれる

ことはできなかった。問題の性質上，史料に現われにく L、からでもあるO 整備された三国

制度下の農業経営では， 不可避的に出現するであろう種々の耕作強制L 本稿 IIの冒頭

で示したような小規模村落にあっては， 未熟なものであった， と考えられ， その意味で

は，耕作とそれに付随する労協においても，世話あるいは部落ごとの倍加性が強かった，

と推察されるO このような傾向は， 郷の領域が相当広大なものであったという 「ロシア

的j な事情によっても裏付けられるであろう O それでも在、は， 住民の集毘組織(正確に

は，集団性と恒J]1j性の結合)を当然のものと考えるダニーロワの提言を，中世ロシアに関

しでも，支持したし、と思う。国有地郷Iこ関していえば，教会を中心とした結合や椙互扶助

などの社会的側面と並んで，農民にとって最も基本的な生産手段たる土地の所有自体も，

一定の農民集団に帰属しそこでの記震と記録に頼らなければ，一般的には，確保されな

かったという事i書からも，農民は集団的であらねばならなかったので、ある。 (5) また，徴

税を中心とした行政的諸任務が， こうした農民的組織としての共同体に賦与されたこと

は，すで、に述べたが，このことのもつ意味は，チエレープニンのいうような単なる行政単

位化の側面にとどまらず，いわば農民的組織の制度化という側面をもっていたのではない

か，という点を指摘したL、。

最後に一つ付け加えておきたいのは，共同体の発展史の問題であるO 本稿を書くにあた

って，私の最も根本的な問題意識は，中世ロシアの共同体と近世のいわゆるミール共同体

との連続・非連続の問題にあった9930 これは，本稿Iに述べたことに関連するが，私領地

99) この点は，石戸谷重郎氏の論支 11ft世戸シアの共同体についての覚書」の中で，アレクセーェフの
学説へのコメントと L、うかたちで，言及されているつ
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化したかつての国有地に共同体が残存したのかどうか，とし、う命題に書きかえることがで

きる。私の現在の見透しでは，私領地と国有地の在地の構造は，それほど違わなかったの

ではないか， という程度のことしかし、えないが， ソヴェト史学の国有地論争での共同体の

捉え方からは， I私領地における共同体j というテーマは， 少なくとも中世に関しては，

出てこないように感じた。その点で，本文中で何震かふれてきたダニーロワの提言は，今

後の研究の緒となる可能性をはらんでいるように思う。

Rural Communes in Late Medieval Russia 

A Study on Peasants' Land Suits 

Toshinori YOSHIDA 

Until recently peasants played an important role in Russian history. This could， 

perhaps， apply to the Bolshevik Revolution. Historiography usually concentrates on 

problems concerned with the development and crisis of serfdom， which is but one of 

the important aspects of Russian rural life. During the period preceding firm estab-

lishment of serfdom in Russia， rural communes provided the social framework that 

determined villager's life. Despite the above mentioned function， the communes， 

their structures， stage of their historical development are still far from being suffi-

ciently studied. 

The aim of this paper is to show the structure of rural communes that existed 

in the 15 th-16 th centuries in the northeastern part of まussia. Based on court rolls 

(CY)J.HhIe CIIHC悶)， and written court decisions (rrpas挺 rpaMOThI)， this paper consists of 

four parts and conclusion: 

1. The blacklands controversy and rural communes in Soviet historiography. 

2. Land settlement and peasant landownership. 

3. Elements of self-goverment in rural communes. 

4. The character and functions of rural communes. 

5. Conclusion. 

In Soviet historiography the problem of the 15 th-16 th century rural communes 

became prominent in the ear1y 1960's. The problem caused the so-called black lands 

controversy， in which the basic issue was the title to ownership of black lands. 

Among Soviet scholars there emerged two points of view. L. V. Cherepnin and some 

other historians regarded Grand Princes as owners， while I. I. Smirnov， Iu. G. Ale-

kseev and G. E. Kochin maintained that black lands were owned either by individual 

peasants or rural communes. Despite the di宣erence，most of the scholars seemed to 
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accept the common hypothesis that rural communes were“pre-feudal institutions" 

which were eventually annihilated by the steady growth of feudal institutions， such 

as“votchina" system. Viewed in this light， rural communes were characterized mainly 

by collective possession of land which could be traced back to the pre-Kievan period. 

The other aspects of peasant communes were rarely discussed. However in recent 

years there appeared a tendency to reconsider the problem. For instance， L. V. Dani-

lova took a di笠erentview in her article pub1ished in 1978. She pointed out the fact 

that the dualism of collective and individual principles in the communes had been 

understood simply as that of collective and individual ownership， and she drewatten-

tion to the versatile roles which the communes performed as“one of basic social 

cells in pre・capitalisticsocieties円 Inmy opinion， Danilova's approach might help us 

to understand the basis of collectivity in the communes and the in丑uencewhich the 

growing feudal instItutions exercised upon them. 

In the second chapter 1 briefly examine the character of peasant land settlements 

in relation to problems of ownership. Rural communes during the period in question 

occupied vast stretches of land known as “volost'''. “Volost'" usually contained several 

villages surrounded by many hamlets. The hamlet was a fundamental unit of settle-

ment and it was usually composed of one to three households. Peasants seldom lived 

there for longer period of time. They were forced to abandon their land due to 

disturbances of war， epidemics， failures in cultivation or simply because of gradual 

deterioration of soil caused by their primitive way of farming. The precarious char-

acter of peasant settlements could not fail to have an insuence upon the character of 

peasant landownership. 

To put it simply， black peasants' ownership resulted from de facto occupancy. 

When the peasants' title to their land was challenged by landlords or monasteries， 

they had to prove in court of law their past and present occupancy. Due to the 

above discussed circumstances， it often was a di岳culttask. As land registers were 

no-existent at that time， the only possible way to prove possession of disputed land 

was to bring to the court fellow villagers as witnesses. Black lands were possessed 

individually. Peasants could dispose of their plots freely. Such acts as sale， exchange， 

or inheritance 
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Prince's court. They were also obliged to provide newcomers to the commune with 

land. Broadly speaking， they served as the lowest but nevertheless important link 

between peasantry and state administration. 

The fourth chapter concentrates on two problems: (1) peasant' struggle for land; 

and (2) relationship between communes and state administration. 

五10stof Soviet historians tend to see in peasant land suits against neighbouring 

landlords or monasteries an example of anti-feudal struggle. They explain the cause 

of suits by the black peasants' desire to protect communal boundaries. This explan-

ation suggests an existence of tension between communes and the adjacent landlords 

and monasteries. But that is not necessarily the case. Sometimes the suits were 

brought in with the purpose of claiming the land back. 1t was said to be within the 

commune's boundaries formerly， but then was occupied by the landlords or monasteries. 

If communes were not in urgent need to provide their new members wIth new land， 

they tolerated the encroachment upon their territory. 

Prince's administration was represented in the black lands by provincial supervisors 

“volosteli". 1n their daily activities， they were backed by proxies or “tiuny". Though 

it is generally accepted that this system to be applied from the 14th century on， we 

lack details about how the 0伍cialsenforced and exercised their authority over com-

munes. 1t is worth to note that their authority overlapped with that of communal 

o伍cers. They were much like starosta and sotskii in that they provide peasants with 

land or lend surplus plots out to outsiders. Overlapping of functions seems to 

suggest growing subordination of the communes to state 0僅cials. The Grand Princes， 

showing strong interest in black lands， promoted a policy which aimed at putting to 

plough “pustoshi" (vacant lands). 1n this sense， rural communes served the same 

purpose as state administration. 

Evolution of rural communes was shaped by two main factors. They can be 

designated as an inner factor and an outer factor. The first factor was the circulation 

of land among the black peasants. To some extent， it caused and advanced the 

di在erentiationin size of particular plots， which eventually lead to communes'dissolution. 

The second factor was a tendency to preserve the unity of communes. It was not so 

much the collective landownership but rather social， religious and agricultural bo 
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